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北九州市公告第８１号 

 一般競争入札により、調達契約を締結するので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市契約規則（昭和３９年

北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定によ

り、次のとおり公告する。 

  平成２９年２月６日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 調達内容 

 （１） 調達契約の名称及び数量 介護保険事務処理（独自作成）システム

用ノートパソコン等の借入れ及び保守 一式 

 （２） 履行の内容等 入札仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 契約締結日から平成３１年３月３１日まで（契約締結の 

  日から平成２９年３月３１日までは機器等の設置準備期間とし、契約金額 

  の支払いの期間は同年４月１日から平成３１年３月３１日までの２４箇月

  とする。） 

 （４） 履行場所 市長が指示する場所 

 （５） 入札方法 総価（機器借入れ料及び保守料の合計額）により行う。 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の 

  ８に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき 

  は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするの 

  で、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問 

  わず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載 

  すること。 

２ 入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること。 

 （１） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す 

  る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  に記載されていること。 

 （３） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 入札者の義務 

  入札者は、調達計画書（作成要領は、入札説明書による。）に必要書類を 

 添付して平成２９年２月２３日午後５時までに第４項第１号アの場所に提出

しなければならない（郵送の場合は、書留郵便とし、同日午後５時必着と

する。）。 
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なお、契約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応

じなければならない。 

４ 入札書の提出場所等 

 （１） 契約条項を示す場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

       総合保健福祉センター４階  

北九州市保健福祉局地域福祉部介護保険課認定審査係      

 イ 日時 公告の日から平成２９年２月１３日まで（日曜日、土曜日を除

く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午後

４時３０分まで 

 （２） 入札関係資料の交付方法 前号アの場所において無償で交付する。 

 （３） 入札説明会の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号  

       総合保健福祉センター６階 視聴覚室 

  イ 日時 平成２９年２月１４日午前１０時 

 （４） 競争参加の申出書の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を希 

  望する者は、平成２９年２月１３日までに競争参加の申出書を北九州市保 

健福祉局地域福祉部介護保険課認定審査係に提出しなければならない。 

 （５） 郵送による場合の入札書の受領期限 第１号アの場所に書留郵便に 

  より、平成２９年２月２８日午後５時までに必着のこと。なお、郵送以外 

  による入札書の事前提出は認めない。 

 （６） 入札及び開札の場所及び日時 

  ア 場所 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

       総合保健福祉センター６階 視聴覚室 

  イ 日時 平成２９年３月１日午前１０時 

５ その他 

 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア 言語 日本語 

  イ 通貨 日本国通貨 

 （２） 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 

   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

 （３） 入札の無効 
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   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

  ウ 入札仕様書記載の入札者に要求される義務を履行しなかった者がした 

   入札 

  エ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 

 （４） 落札者の決定方法 契約規則第１３条第１項の規定により定められ 

  た予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者 

  とする。 

 （５） 契約書作成の要否 要 

 （６） この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の

３の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の

翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があっ

た場合、発注者は、この契約を変更し又は解除することができる。 

 （７） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 

  地等 

   北九州市保健福祉局地域福祉部介護保険課認定審査係 

   〒８０２－８５６０ 北九州市小倉北区馬借一丁目７番１号 

   総合保健福祉センター４階 

   電話 ０９３－５２２－８７１８ 
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北九州市上下水道局公告第１１号

 一般競争入札により、業務委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規

程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。

）において準用する北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以

下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。

平成２９年２月６日

      北九州市上下水道局長 諌 山 修

１ 委託内容

（１） 委託業務名 機械脱水汚泥処分業務委託

 （２） 委託業務の内容等 契約書（案）で定めるとおり

（３） 予定数量 ３，５００トン

（４） 契約期間 契約締結の日から平成３０年３月３１日まで

（５） 入札方法 

ア 処分に係る１トン当たりの単価により行う。落札決定に当たっては、

入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当する金額を加

算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる

ものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１

０８分の１００に相当する金額を入札書に記入すること。

イ 電送及び郵送による入札は、認めない。

ウ 開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再

度入札を行う。

エ 入札執行回数は、２回を限度とする。

オ 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書

には代理人の記名押印が必要である。

２ 競争入札参加資格

次の各号のいずれにも該当する者であること。

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

（２） 北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審

査等に関する規程（平成７年北九州市水道局管理規程第２号）第２条にお

いて準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業

者名簿に記載されていること。
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（３） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）

の規定に基づく行政処分の措置を地方公共団体から受けていないこと。 

（４） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく、処分に関する事業の

許可を第８号に該当する地域で持つ者であること。 

（５） 処理する汚泥のすべてを安定的に再生利用できる者 

（６） 日最大：１００トン、週最大：５００トン、月最大：８００トンの

汚泥の受け入れが可能であること。 

（７） この公告の日前２年間に渡って、当該競争入札に付する契約に係る

業務と同等の業務について、実績を有している者であること。 

（８） 北九州市内に廃棄物の処分を行う主たる事業所がある者であること 

 。 

（９） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。

３ 入札書の提出場所等

（１） 契約条項を示す場所及び日時

ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号

北九州市上下水道局水道部浄水課

イ 日時 公告の日から平成２９年３月１０日まで（日曜日及び土曜日を

除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午

後４時３０分まで。

（２） 入札説明書等の交付方法 前号アの場所において無償で交付する。

（３） 競争参加の申請書等の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を

希望する者は、平成２９年２月２０日午後４時までに競争参加の申請書及

び入札資格審査申請書を北九州市上下水道局水道部浄水課に提出しなけれ

ばならない。郵送による場合は、第１号アの場所に書留郵便により、必着

のこと。

（４） 入札及び開札の場所及び日時

 ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号

       小倉北区役所西棟地下２階第一入札室

 イ 日時 平成２９年３月１０日（金）午前１０時

４ その他

（１） 入札保証金及び契約保証金

 ア 入札保証金 入札価格に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上

。ただし、契約規程において準用する契約規則第５条第７項各号のいず

れかに該当する場合は免除する。

イ 契約保証金 契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上
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。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第７項第１号又

は第３号のいずれかに該当する場合は免除する。

（２） 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札

イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札

ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当す

る入札

（３） 落札者の決定方法 契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。また、所定の回数で落札者がいないと

きは、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意契

約に移行する。

（４） 契約書作成の要否 要

（５） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等

北九州市上下水道局水道部浄水課

〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号

電話 ０９３－５８２－３１５５
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北九州市上下水道局公告第１２号

 一般競争入札により、業務委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規

程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。

）において準用する北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以

下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。

平成２９年２月６日

      北九州市上下水道局長 諌 山 修

１ 委託内容

（１） 委託業務名 天日乾燥汚泥処分業務委託

 （２） 委託業務の内容等 契約書（案）で定めるとおり

（３） 予定数量 １，８００トン

（４） 契約期間 契約締結の日から平成３０年３月３１日まで

（５） 入札方法 

ア 処分に係る１トン当たりの単価により行う。落札決定に当たっては、

入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当する金額を加

算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる

ものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１

０８分の１００に相当する金額を入札書に記入すること。

イ 電送及び郵送による入札は、認めない。

ウ 開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再

度入札を行う。

エ 入札執行回数は、２回を限度とする。

オ 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書

には代理人の記名押印が必要である。

２ 競争入札参加資格

次の各号のいずれにも該当する者であること。

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

（２） 北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審

査等に関する規程（平成７年北九州市水道局管理規程第２号）第２条にお

いて準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業

者名簿に記載されていること。
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（３） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）

の規定に基づく行政処分の措置を地方公共団体から受けていないこと。 

（４） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく、処分に関する事業の

許可を第８号に該当する地域で持つ者であること。 

（５） 処理する汚泥のすべてを安定的に再生利用できる者 

（６） 日最大：１００トン、週最大：４００トン、月最大：８００トンの

汚泥の受け入れが可能であること。 

（７） この公告の日前２年間に渡って、当該競争入札に付する契約に係る

業務と同等の業務について、実績を有している者であること。 

（８） 北九州市内に廃棄物の処分を行う主たる事業所がある者であること 

 。 

（９） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。

３ 入札書の提出場所等

（１） 契約条項を示す場所及び日時

ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号

北九州市上下水道局水道部浄水課

イ 日時 公告の日から平成２９年３月１０日まで（日曜日及び土曜日を

除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午

後４時３０分まで。

（２） 入札説明書等の交付方法 前号アの場所において無償で交付する。

（３） 競争参加の申請書等の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を

希望する者は、平成２９年２月２０日午後４時までに競争参加の申請書及

び入札資格審査申請書を北九州市上下水道局水道部浄水課に提出しなけれ

ばならない。郵送による場合は、第１号アの場所に書留郵便により、必着

のこと。

（４） 入札及び開札の場所及び日時

 ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号

       小倉北区役所西棟地下２階第一入札室

 イ 日時 平成２９年３月１０日（金）午前１０時２０分

４ その他

（１） 入札保証金及び契約保証金

 ア 入札保証金 入札価格に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上

。ただし、契約規程において準用する契約規則第５条第７項各号のいず

れかに該当する場合は免除する。

イ 契約保証金 契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上
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。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第７項第１号又

は第３号のいずれかに該当する場合は免除する。

（２） 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札

イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札

ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当す

る入札

（３） 落札者の決定方法 契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。また、所定の回数で落札者がいないと

きは、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意契

約に移行する。

（４） 契約書作成の要否 要

（５） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等

北九州市上下水道局水道部浄水課

〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号

電話 ０９３－５８２－３１５５
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北九州市上下水道局公告第１３号

 一般競争入札により、業務委託契約を締結するので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び北九州市上下水道局契約規

程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。

）において準用する北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以

下「契約規則」という。）第４条第１項の規定により次のとおり公告する。

平成２９年２月６日

      北九州市上下水道局長 諌 山 修

１ 委託内容

（１） 委託業務名 浄水汚泥等処分業務委託

 （２） 委託業務の内容等 契約書（案）で定めるとおり

（３） 予定数量 ５００トン

（４） 契約期間 契約締結の日から平成３０年３月３１日まで

（５） 入札方法 

ア 処分に係る１トン当たりの単価により行う。落札決定に当たっては、

入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当する金額を加

算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる

ものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１

０８分の１００に相当する金額を入札書に記入すること。

イ 電送及び郵送による入札は、認めない。

ウ 開札の結果、予定価格の制限範囲内での入札がない場合は、直ちに再

度入札を行う。

エ 入札執行回数は、２回を限度とする。

オ 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書

には代理人の記名押印が必要である。

２ 競争入札参加資格

次の各号のいずれにも該当する者であること。

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

（２） 北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審

査等に関する規程（平成７年北九州市水道局管理規程第２号）第２条にお

いて準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業

者名簿に記載されていること。
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（３） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）

の規定に基づく行政処分の措置を地方公共団体から受けていないこと。 

（４） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく、処分に関する事業の

許可を第８号に該当する地域で持つ者であること。 

（５） 処理する汚泥のすべてを安定的に再生利用できる者 

（６） 日最大：１００トン、週最大：２５０トン、月最大：２５０トンの

汚泥の受け入れが可能であること。 

（７） この公告の日前２年間に渡って、当該競争入札に付する契約に係る

業務と同等の業務について、実績を有している者であること。 

（８） 北九州市内に廃棄物の処分を行う主たる事業所がある者であること 

 。 

（９） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。

３ 入札書の提出場所等

（１） 契約条項を示す場所及び日時

ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号

北九州市上下水道局水道部浄水課

イ 日時 公告の日から平成２９年３月１０日まで（日曜日及び土曜日を

除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から午

後４時３０分まで。

（２） 入札説明書等の交付方法 前号アの場所において無償で交付する。

（３） 競争参加の申請書等の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を

希望する者は、平成２９年２月２０日午後４時までに競争参加の申請書及

び入札資格審査申請書を北九州市上下水道局水道部浄水課に提出しなけれ

ばならない。郵送による場合は、第１号アの場所に書留郵便により、必着

のこと。

（４） 入札及び開札の場所及び日時

 ア 場所 北九州市小倉北区大手町１番１号

       小倉北区役所西棟地下２階第一入札室

 イ 日時 平成２９年３月１０日（金）午前１０時４０分

４ その他

（１） 入札保証金及び契約保証金

 ア 入札保証金 入札価格に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上

。ただし、契約規程において準用する契約規則第５条第７項各号のいず

れかに該当する場合は免除する。

イ 契約保証金 契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上
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。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第７項第１号又

は第３号のいずれかに該当する場合は免除する。

（２） 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札

イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札

ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当す

る入札

（３） 落札者の決定方法 契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。また、所定の回数で落札者がいないと

きは、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意契

約に移行する。

（４） 契約書作成の要否 要

（５） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等

北九州市上下水道局水道部浄水課

〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号

電話 ０９３－５８２－３１５５
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